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岡
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木
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政
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厨
家

亡肛
　　誉一日

一
九
七
八
年
五

・
六
月
に
実
施
さ
れ
た
長
岡
京
跡
第

一
二
次
調

査

に

お

い

て
、　
一
本
の
東
西
溝
か
ら
二
三
二
点
に
の
ぼ
る
木
簡
が

一
括
し
て
出
土
し
た
。

そ
れ
ま
で
長
岡
宮

。
京
跡
で
は
六
個
所
の
地
点
か
ら

一
〇
余
点
の
本
簡
が
出
土

し
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
に
く
ら
べ
て
、
こ
れ
ら
の
木
簡
は
出
土
点
数
が
と
び
ぬ

け
て
多
い
上
に
、
保
存
状
態
が
良
好
で
、
さ
ら
に
内
容
的
に
も
興
味
深
い
も
の

を
合
ん
で
い
る
。
す
で
に
こ
の
木
簡
に
つ
い
て
は
調
査
担
当
者
に
よ
っ
て
適
切

な
紹
介
が
な
さ
れ
、
ま
た
発
掘
調
査
概
報
も
出
版
さ
れ
て
お
的
、
本
衝
の
性
格

に
つ
い
て
は
、
太
政
官
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
小

稿
で
は
、
地
子
物
付
札
の
収
納
勘
検
の
問
題
を
軸
と
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
木

簡
の
性
格
に
つ
い
て
太
政
官
厨
家
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
筆
者
は
木
簡
の
釈
読
に
参
加
し
た
の
で
、
そ

の
過
程
で
気
付
い
た
諸
点
に
つ
い
て
も
で
き
る
だ
け
紹
介
し
て
お
く
つ
も
り
で

あ
る
。

今

泉

隆

雄

一
一　
出
土
状
況
と
伴
出
遺
物

ま
ず
木
簡
の
出
土
状
況
と
伴
出
遺
物
に
つ
い
て
い
本
簡
を
考
察
す
る
た
め
に

必
要
な
範
囲
で
、
調
査
概
報
に
基
づ
い
て
略
記
し
て
お
く
。

①
出
土
地
点
は
向
日
市
鶏
冠
井
沢
の
東
で
、
推
定
長
岡
京
左
京

二
条

二
坊

五

・
六
坪
の
間
の
地
点
で
あ
る
。
出
土
遺
構
は
東
流
す
る
東
西
溝
Ｓ
Ｄ

一
三
〇

∵
で
、
こ
の
溝
は
五

・
六
坪
間
の
小
路
（平
安
京
冷
泉
小
路
相
当
）
の
南
側
溝
に
位

置
す
る
が
、
北
側
溝
を
検
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

一
九
七
八
年

一
一

月
よ
り
七
九
年

一
月
に
か
け
て
、
第

一
二
次
調
査
に
東
隣
す
る
地
域
で
左
京
第

二
二
次
調
査
を
行
な
い
、
Ｓ
Ｄ

一
三
〇

一
の
東
延
長
部
を
検
出
し
、　
一
〓
二
点

③

の
本
簡
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
調
査
の
際
に
も
北
側
溝
に
当
た
る
溝
が
発
見

さ
れ
ず
、
か
え
っ
て
Ｓ
Ｄ

一
三
〇

一
に
北
か
ち
Ｔ
字
形
に
接
続
す
る
南
北
濤
を

検
出
し
た
。
両
度
の
調
査
の
結
果
、
Ｓ
Ｄ

一
三
〇

一
を
小
路
側
溝
と
確
定
す
る

こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
付
近
の
地
域
の
性
格
を
十
分
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。

②
Ｓ
Ｄ

一
三
〇

一
に
は
上
層

・
下
層
の
二
時
期
が
あ
る
。
下
層
薄
は
幅
二
・
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七
ｍ
の
素
据
り
濤
、
上
層
灘
は
下
層
溝
を
埋
め
た
後
に
作
ら
れ
、幅

一
・
五
ｍ
、

深
さ
三
〇
釦
で
、
両
岸
を
杭
と
側
板
で
護
岸
し
て
い
る
。
木
簡
は
両
濤
か
ら
出

土
し
た
が
、
下
層
藩
は
完
掘
し
て
い
ず
、
出
土
点
数
も
九
点
と
少
な
く
、
上
層

溝
が
木
簡
を
含
め
て
出
土
遺
物
が
多
い
。
小
稿
で
扱
う
の
は
こ
の
上
層
濤
出
土

の
木
簡
で
あ
る
。
上
層
薦
の
層
序
は
二
層
か
ら
な
る
が
、
木
簡
を
は
じ
め
と
す

る
遺
物
の
大
部
分
は
溝
を
埋
め
た
て
た
第

一
層
か
ら
出
土
し
た
。
こ
の
第

一
層

に
は
遺
物
が
大
量
に
含
ま
れ
、
あ
た
か
も
土
と
種
々
の
廃
棄
物
で
溝
を
埋
め
た

て
た
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
の
上
層
は
北
の
側
板
を
お
お
っ
て
い

る

の

で
、
こ
れ
ら
の
遺
物
は
溝
の
北
側
か
ら
廃
棄
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

遺
物
が
水
流
に
よ
っ
て
堆
積
し
た
も
の
で
な
く
、

一
括
廃
棄
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
点
は
重
要
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
こ
れ
ら
の
遺
物
を
相
互
に
密
接
な
関
係
を

有
す
る
も
の
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
上
層
溝
は
全
長
二
〇
ｍ
を
検

出
し
て
い
る
が
、
木
簡
は
そ
の
中
央
部
の
九
ｍ
の
範
囲
か
ら
大
部
分
の
二
〇
四

点
が
出
土
し
た
。

③
伴
出
遺
物
は
豊
富
で
あ
る
。
こ
と
に
、
土
師
器

・
須
恵
器
の
食
器
類
、
曲

物
の
容
器
、　
一
万
本
に
近
い
箸
や
し
や
も
じ
の
厨
房
具
、
モ
モ
・
ウ
メ
・
ク
ル

ミ
な
ど
の
種
子
や
動
物
の
骨
な
ど
の
値
物

・
動
物
性
の
食
品
、
さ
ら
に
瓦
、
凝

灰
岩
製
石
材
や
釘
、
檜
皮

・
角
材
片

・
板
材
片

・
手
斧
の
削
り
婿

。
木
片
な
ど

の
建
築
部
留
の
出
土
が
多
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
人
形

・
斎
串

・

土
馬
な
ど
の
祭
祀
具
、
櫛

・
檜
扇

・
箱

・
硯

・
刀
子
柄
な
ど
も
出
土

し

て
い

る
。
墨
書
土
器
も
多
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

〓
一　
出
土
木
簡
の
内
容
と
特
徴

木
簡
の
内
容
を
概
観
し
て
お
く
。

下
層
濤
出
上
の
木
簡
は
九
点
で
、
延
暦
六
年
の
文
書
木
簡
二
点
が
あ
る
Ｃ
千

二買
）
。
内
容
的
に
は
上
層
濤
の
も
の
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。

上
層
溝
か
ら
は
三
二
四
点
出
上
し
、
年
紀
の
明
ら
か
な
も
の
が

二
〓
一
点

あ

る
。
「
延
暦
二
三
年
」
と
あ
る
題
鍛

一
点
全
◇
、
延
暦
八
年

一
六
点
、
同
九
年
六

点
で
あ
る
。
木
簡
を
は
じ
め
と
す
る
遺
物
の
年
代
は
、
題
簸
は
文
書
を
保
存
す

る
た
め
に
用
い
る
の
で
除
く
と
し
て
、
延
暦
八

・
九
年
と
考
え
ら
れ
る
。

木
簡
を
内
容
に
よ
っ
て
分
類
す
る
と
、
文
書
五
九
点
、貢
進
物
付
札
五
八
点
、

物
品
付
札

一
六
点
、
習
書
五
点
、
そ
の
他
（題
簸
、
折
敷
の
墨
書
の
あ
る
も
の
）
四
点

で
、
こ
れ
以
外
は
内
容
不
明
の
も
の
で
あ
る
。

文
書
は
授
受
関
係
の
あ
る
狭
義
の
文
書
簡
三
六
点
と
伝
票
類
の
記
録
簡

一
一

点
が
あ
る
（そ
の
他
は
断
簡
）
。
文
書
簡
の
大
部
分
は
食
料

。
物
品
の
請
求
文
書
で

全
西
点
）
、
特
に
請
飯
文
書
が
多
い
全
一九
点
）。

二宣

・
造
大
臣
曹
司
所
史
誰
斯
鋤
馳
升
　
舘
候
増
升

・
　
　
十
月
甘
三
日
　
史
生
宇
霧
嘩
瀬
成

三
〇
　
考
所
飯
参
升
　
延
暦
八
年
八
月
十
日
紘
瓢
熟
稽
縄

ニ
エ
　
請
書
手
飯
四
升
十
月
十
三
日
軽
間
嶋
□

本
〈
　
請
飯
四
升
二
月
甘
三
日
軽
間
鳴
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（図
版
２
）

請
飯
文
書
は

こ
Ｔ

吾

の
よ
う
に
差
出
を
明
記
す
る
も
の
と
、
三

・
犬
の
よ
う

（図
版
２
）

（図
阪
２
）
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に
差
出
を
記
さ
ず

「請
…
…
」
で
始
ま
る
も
の
が
あ
り
、
後
者
の
例
が
大
部
分

を
占
め
る
０
一六
点
）
。
後
者
の
飯
の
請
求
主
は
、
書
手
（九
点
）
、
書
生
、
書
工
、

写
手

（各
一
点
）
で
、
こ
れ
ら
は
同

一
の
も
の
で
下
級
の
書
記
宮
で
あ
る
書
生
に

当
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
天
の
よ
う
に
請
求
主
を
記
さ
な
い
も
の
も
あ
る
が
、

こ
れ
ら
も
署
名
者
が
同
人
で
あ
る
点
か
ら
書
生
の
も
の
と
み
て
よ
い
。
請
飯
量

は
全
て
四
升
で
、
月
日
の
連
続
す
る
木
簡
も
あ
り
、
こ
れ
ら
の
木
簡
は
書
生
の

日
々
の
常
食
を
請
求
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
署
名
者
は
同
人
の
も
の
が
多
く
、

特
に
軽
間
嶋
□
が

一
八
点
と
多
く
、
台
八
雲
三
点
、
そ
の
他
二
点
で
あ
る
。
こ

の
ほ
か
の
請
求
文
書
は
、
糟
全
ラ
、
錬
父
も
、
荒
炭
全
◇
、
鉄
全
↓
な
ど
を
請

求
し
た
も
の
や
、
夫

・
工
の
発
遣
を
請
求
し
た
も
の
全
Ｃ
が
あ
る
。

記
録
簡
は
、
酒
や
食
品
の
使
用
な
ど
を
記
録
し
た
も
の
も
あ
る
が

（
〓
Ｔ

究
）
、
大
部
分
は
、
後
述
す
る
、
貢
進
物
の
収
納

・
勘
検
に
用
い
た
勘
検
整
理

札
と
称
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

貢
進
物
付
札
は
、
自
米
が
二
三
点
、
地
子

一
八
点
、
そ
の
他
三
点
で
、
こ
れ

ら
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

物
品
付
札
は
、
鹿
宍
、
鯛
、
鮨
飽
な
ど
の
食
料
品
名
を
記
し
た
も
の

（五
点
）

や

「
一
石
四
斗
九
升
」
全
吾
）
、
「
三
斗
六
升
ス
３
じ
の
よ
う
に
単
に
斗
升
を
記

し
た
も
の

盆
ハ点
）
、
「
家
刀
自
女
」
全
〓
）
と
人
名
を
記
し
た
も
の
、
布
全
じ
、

油
全
否
）
の
付
札
が
あ
る
。
斗
升
を
記
し
た
も
の
は
何
ら
か
の
食
料
品
か
、
油

の
付
札
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
内
容
の
特
徴
と
し
て
は
、
太
政
官
に
関
係
す
る
も
の
が
多
い
こ
と
が
指

摘
で
き
る
。
関
連
深
い
も
の
ご
と
に
の
べ
て
お
こ
う
。

第

一
は
、
太
政
官
の
宮
舎
の
修
営
に
当
た
る
造
館
舎
所
に
関
す
る
も
の
で
あ

る
。
前
掲
舌
一
の
造
大
臣
曹
司
所
の
も
の
の
ほ
か
次
の
二
点
が
あ
る
。

一

，
大
臣
曹
司
作
所

。
大
臣
曹
司
作
所

尭

・
作
宮
曹
司
所
十
五
人
　
半
了
一ハ
十
六
夫

・
　

七
月
甘

一
日

０

延
喜
太
政
官
式
造
館
舎
条
に
よ
れ
ば
、
太
政
官
の
太
政
官
曹
司
。弁
外
記
候
所
・

大
臣
曹
司

・
厨
な
ど
の
修
営
の
た
め
に
造
館
舎
所
が
設
け
ら
れ
、
職
員
と
し
て

別
当

・
預
が
置
か
れ
て
い
た
。
別
当
は
少
納
言

。
弁

・
外
記

・
史
、
預
は
太
政

官
と
弁
宮
の
史
生
各

一
人
が
二
年
交
替
で
兼
務
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
工皇

「
造
大
臣
曹
司
所
」
、
工
「
大
臣
曹
司
作
所
」
、
禿

「
作
官
曹
司
所
」
は
、
こ
の
造

館
舎
所
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
次
の
二
点
も
造
館
舎
所
に
関
係
す

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

重
四
　
請
紋
床
峡
日
曜
線
臥
　
九
月
五
日
松
□

一九
　
鉄
壱
延
付
此
使
欲
請
九
月
七
日
松
足
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（図
版
２
）

吾
は
夫

・
工
の
発
遣
申
請
文
書
で
、
こ
一
「
造
大
臣
曹
司
所
」
木
簡
に
み
え
る

息
人
が

「
工
息
人
」
と
み
え
る
の
で
、
造
館
舎
所
と
の
関
係
が
推
定
で
き
る
。

元

の
鉄
の
請
求
文
書
は
吾
と
同
筆

で
、
吾
の
署
名
者

「松
□
」
は
元
の

「
松

足
」
と
同
人
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
こ
れ
も
造
館
舎
所
関
係
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
ほ
か
舌
一の
署
名
者

「
宇
努
清
成
」
と
同
人
と
思
わ
れ
る

「
清
成
」

の
名
が

み
え
る
食
料
品
に
関
す
る
文
書

（う

も
あ
る
。

第
二
に
左

。
右
史
生
や
右
中
排
な
ど
太
政
官
の
官
職
が
み
え
る
も

の
が
あ



フ、 る

請
用
代
荒
炭
参
籠

八
年
八
月
対
日
右
史
生
上
毛
野
三
影
麻
呂

≡
一　
糟
参
升
　
左
右
史
生
等
所
請
十
月
十
七
日
三
嶋
々
道

こ
の
二
点
の
ほ
か

「
左
史
生
国
口
」
全
癸
）
と
い
う
断
簡
も
あ
り
、
ま
た
前
引

の
吾
考
所
の
請
叡
文
書
つ
署
名
者
の

「
左

・
右
」
も
左
右
史
生
を
示
す
も
の
と

思
わ
れ
る
。
職
員
令
に
よ
れ
ば
、
史
生
は
太
政
官
や
八
省
を
初
め
多
く
の
官
司

に
お
か
れ
て
い
る
が
、
左

。
右
史
生
と
左
右
が
つ
く
の
は
太
政
官
の
左

。
右
弁

宮
の
史
生
各
十
員
の
み
で
あ
る
。
考
所
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
左
右

史
生
が
署
名
し
て
い
る
こ
と
か
ら
太
政
官
所
属
の
所
で
あ
ろ
う
。
正
倉
院
文
書

に
造
東
大
寺
司
写
経
所
の
考
文
所
が
み
え
、
こ
れ
は
諸
司
が
考
課
の
資
料
と
し

て
式

・
兵
部
省
に
提
出
す
る
考
文
を
作
成
す
る
所
と
思
わ
れ
、
そ
れ
か
ら
類
推

す
れ
ば
、
考
所
も
太
政
官
の
考
課
に
関
係
す
る
所
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

奄

・
請
中
板
屋
東
隔
錬

一
具
回
□
□
□

右
依
右
中
排
宣
為
収
納
作
物
所
請
如
件

事
了
者
返
上
　
八
年
七
月
十
九
日
上
毛
野
三
影
麻
呂

（異
筆
）

。
「
又
大
斤

一
□
□
□
請
如
件
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（図
版
２
）

を
は
右
中
弁
の
宣
に
よ
っ
て
作
物
を
中
板
昼
に
収
納
す
る
た
め
に
東
壁
の
錬

一

具
を
請
求
し
た
も
の
で
、
右
中
券
が
み
え
、
ま
た
差
出
署
名
が
前
引
天
荒
炭
請

求
文
書
の
右
史
生
上
毛
野
三
影
麻
呂
と
同
人
で
あ
る
。
蓬

・
ズ
は
同
筆
で
、
三

影
麻
呂
の
筆
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
は
地
子
物
の
付
札
が
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
地
子
は
太
政
官
に
収
納

さ
れ
、
そ
の
諸
使
途
に
あ
て
ら
れ
る
。
こ
の
ほ
か
に

「
太
政
官
」
と
記
す
習
書

も
あ
る
。〔糟
ヵ
〕

一宣

・
醤
□
　
　
左
左
左
太
政
官
日
――
国

。

　

　

　

　

　

　

日

日

第
四
は
共
伴
し
た
墨
書
土
器
で
、
太
政
官
の
官
職
を
記
し
た
も
の
が
お
お
い
。

「
外
記
」
全
一点
）
、
「
弁
」
全
一点
）
、
「
少
史
」
「
史
」
（各
一
点
）
な
ど
で
、
折
敷
側

板
に

「
弁
官

一
」
全
〓
）
と
墨
書
し
た
も
の
も
あ
る
。
以
上
が
太
政
官
関
係
で

あ
る
こ
と
が
明
確
な
も
の
で
、
こ
れ
ら
か
ら
、
Ｓ
Ｄ

一
三
〇

一
出
上
の

一
括
遺

物
が
太
政
官
関
係
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
。
す
で
に
調
査

概
報
や
高
橋
美
久
二
氏
の
論
考
で
も
こ
の
点
は
ふ
れ
ら
れ
、
さ
ら
に
太
政
官
の

中
で
も
造
館
舎
所
あ
る
い
は
太
政
官
厨
家
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
筆

者
は
宮
厨
家
に
関
す
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
大
き
な
根
側
は
地

子
物
付
札
の
勘
検
署
名
の
問
題
な
の
で
、
次
に
は
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と

に
す
る
。

四
　
地
子
物
付
札
の
勘
検
署
名

貢
進
物
付
札
の
中
に
は
自
米
付
札
と
並
ん
で

一
八
点
に
も
の
ば
る
地
子
物
の

付
札
が
出
土
し
て
い
る
。
地
子
物
付
札
の
出
土
が
珍
し
い
上
瞼
、
こ
の
地
子
物

付
札
に
は
中
央
政
府
段
階
の
収
納
の
際
の
勘
検
の
署
名
の
あ
る
も
の
が
存
し
、

地
子
物
収
納
の
具
体
相
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
地
子
は
公
田
を
賃
租
し
て
そ
の
獲
稲
の
五
分
の
一
を
徴
収
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し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
使
途
に
つ
い
て
は
、
天
平
八
年
二
月
庚
子
官
奏

（続

日
本
紀
）
に
関
連
し
て
大
宝
田
令
公
田
条
の
復
原
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
あ

っ
た
が
、
現
在
で
は
大
宝
令
の
段
階
か
ら
養
老
令
と
同
じ
く
太
政
官
に
お
く
ら

れ
、
そ
の
使
途
に
あ
て
る
原
則
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
弘
仁

・
延
喜

主
税
式
で
は
、
五
畿
内

・
伊
賀

・
陸
奥

・
出
羽
、
西
海
道
諸
国
の
地
子
は
現
地

で
用
い
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
国
で
は
軽
貨
に
交
易
す
る
か
、
あ
る
い
は
春

米
と
し
て
太
政
官
に
送
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
地
子
を
交
易
し
て
京
進
す
る

こ
と
は
大
宝
令
段
階
か
ら
行
な
わ
れ
、
天
平
六
年
出
雲
国
計
会
帳
に
も
そ
の
徴

証
が
み
ら
れ
る
。
延
喜
主
税
式
ヽ
太
政
官
式
に
よ
れ
ば
、
地
子
物
は
太
政
官
厨

に
送
ら
れ
、
官
厨
家
別
当
の
外
記

・
史
が
監
物

・
主
計
寮
宮
人
の
立
会
の
下
に

⑩

勘
検

・
収
納
し
た
。
後
述
の
よ
う
に
、
宮
厨
家
が
地
子
収
納
に
当
た
る
よ
う
に

な
っ
た
の
が
何
時
か
ら
な
の
か
は
問
題
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
木
簡
の
延
暦
八

・

九
年
段
階
に
収
納
に
当
た
っ
て
い
た
こ
と
を
否
定
す
る
史
料
は
な
い
。

さ
て
地
子
物
付
札
は
、
紀
伊
国
地
子
塩
四
点
、
信
濃
国
地
子
交
易
雉
謄

一
点

（き
）
、
「
播
磨
国
地
口
」
と
あ
る
も
の
全
宅
）、
美
濃
国
地
子
米
四
点
、
近
江
国

地
子
米
八
点
が
あ
る
。
美
濃

。
近
江
両
国
の
も
の
に
つ
い
て
は
地
子
と
明
記
し

て
い
な
い
が
、
以
下
の
考
証
に
よ
っ
て
地
子
米
と
推
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
紀
伊

・
美
濃

。
近
江
二
国
の
各
群
の
付
札
に
勘
検
署
名
と
思

わ
れ
る

「秦
安
万
呂
」
「
肋
万
呂
」
の
署
名
が
み
ら
れ
る
。

紀
伊
国
地
子
塩
　
断
簡
を
含
め
て
四
点
あ
る

（査
、
豊
、
こ
一
、
喜
ラ
。
断

簡
の
〓
一
を
除
く

三
点
の
表
の
下
部
に
異
筆
の

「
安
万
呂
」
の
署
名
が
あ
る
。

（異
筆
）

六
一　
紀
伊
国
進
地
子
塩
三
斗

「
安
万
呂
」

一〓

・
伊
国
地
子
塩
三
斗

「纂
芦
呂
」

・　
　
　
延
暦
九
年
二
月
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（図
版
３
）

査

・
窒
が

「
紀
伊
国
進
地
子
塩
」
、
吾
一が

「
紀
伊
国
地
子
塩
」
で
、
と
に
は
日

付
を
記
さ
な
い
な
ど
記
載
内
容
に
違
い
は
あ
る
が
、
四
点
と
も

「
安
万
呂
」
の

署
名
を
除
く
地
の
文
の
部
分
は
同
筆
で
あ
る
。

美
濃
国
地
子
米
　
一〓
二
乗
二
零
。
３
の
四
点
が
あ
る
。
　

．

暑

・
美
濃
国
綱
丁
勝
栗
万
呂

・
九
年
五
月
廿

一
日

長

・
美
濃
国
米
綱
丁
勝
栗
万
呂

一　
・
延
暦
九
年
五
月
十
九
日

「秦
安
万
呂
」
　
　
　
　
　
　
　
　
（図
版
３
）

兵
が

「
延
暦
九
年
五
月
十
九
日
」
、
ほ
か
の
三
点
が

「
九
年
五
月
甘

一
日
」

で

日
付
が
異
な
る
が
、
長

一
こ
は
署
名
部
分
を
除
い
て
同
筆
で
あ
る
。
三

，
３
は

墨
色
が
薄
く
筆
蹟
の
判
定
が
困
難
で
あ
る
。
長
の
裏
の
下
部
に
異
筆
の

「秦
安

万
呂
」
の
署
名
が
あ
る
。
な
お
、
３

・
量
は
、
召
の
下
端
の
切
り
日
と
二
の
上

端
の
切
り
口
が
接
合
し
、
同
材
を
二
つ
に
切

っ
て
作
っ
た
木
簡
で
あ
る
こ
と
が

知
ら
れ
た
。
材
は
杉
の
柾
日
で
あ
る
。
木
簡
の
材
の
作
り
方
を
明
ら
か
に
で
き

る
稀
有
な
例
で
あ
る
。

近
江
国
地
子
米
　
断
簡
を
含
め
て
八
点
あ
り
、
日
付
と
署
名
に
よ
っ
て
ａ
・

ｂ
二
群
に
わ
け
ら
れ
る
。

ａ
群
　
二
月
十
二
日
　
秦
安
万
呂
　
四
点

（元

・
〓
一↑

〓
〈
上
党
）

一党

・
近
江
国
米
綱
丁
大
友
醜
麻
呂

（異
筆
）

・
　

二
月
十
二
日
秦

「
安
麻
呂
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（図
版
３
）



Ъ
群
　
五
月
七
日
　
肋
万
呂
　
四
点

（
３
〒

菖
？

壱
？

〓
一３

一署

。
近
江
国
米
綱
丁
大
友
醜
麻
呂

（異
筆
）

・　
　
五
月
七
日

「
肋
万
呂
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（図
版
３
）

ａ
・
ｂ
群
は
形
態
の
上
で
も
異
な
る
。
ａ
群
は
上
下
両
端
を
山
形
に
尖
ら
せ
る

の
に
対
し
て
、
ｂ
群
は
上
下
端
を
刃
物
を
入
れ
切
断
す
る
か
、
水
平
に
削

っ
て

い
る
だ
け
で
あ
る
。
筆
蹟
は
署
名
部
分
を
除
く
地
の
文
の
部
分
に
つ
い
て
は
、

ａ
・
ｂ
各
群
の
特
徴
も
あ
る
が
、
両
群
を
通
じ
て
同
筆
で
あ
る
。
全
体
と
し
て

右
肩
上
り
の
文
字
で
、
「
近
江
国
」
「
大
友
醜
麻
呂
」
の
文
字
は
ａ
・
ｂ
群
を
通

じ
て
共
通
の
特
徴
が
あ
る
。
ま
た

「
米
」
字
は
ａ
。
ｂ
群
で
少
し
相
違
が
あ
る

が
、
い
ず
れ
も
増
画
の
特
徴
的
な
字
体
で
あ
る
。
ａ
群
の
地
の
文
と
「
安
万
呂
」

の
署
名
の
筆
蹟
の
区
別
に
つ
い
て
は
釈
文
の
よ
う
に
判
断
し
た
が
、
仲
々
む
ず

か
し
い
の
で
、
の
ち
に
他
の
本
簡
の
安
万
呂
の
筆
蹟
と
比
較
し
な
が
ら

の

ベ

Ｚや
。以

上
の
よ
う
に
、
紀
伊

・
美
濃

・
近
江
三
国
の
付
札
に
異
筆
の
署
名

が
あ

り
、
そ
の
う
ち

「秦
安
万
昌
」
の
署
名
が
顕
著
で
あ
る
。
安
万
呂
の
筆
蹟
は
こ

の
ほ
か
次
の
も
の
に
も
み
ら
れ
る
。

一垂

。
十
八
日
作
箸
八
十
二
人
料

（異
筆
）

。
　
　
　
「秦
安
麻
呂
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（図
版
３
）

上
端
左
右
に
切
込
み
を
も
つ
付
札
型
で
、
作
っ
た
箸
に
付
け
ら
れ
た
送
り
状
で

あ
ろ
う
。
表
が
腐
朽
し
て
筆
蹟
の
判
断
が
む
ず
か
し
い
が
、
裏
の
署
名
は
表
の

筆
蹟
に
く
ら
べ
て
肉
太
で
、
異
筆
と
判
断
し
た
。
大
量
に
箸
が
出

土

し

て
お

り
、
そ
れ
と
関
連
す
る
内
容
で
あ
る
。
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
「
月
日
十
安
万
呂
」

一
八

五

一

一
一一一

一
五

一
三

八

一
七

七

九

〇

一
六

五七

番木

号簡

二
月

九

日

間
二
月
廿
四
国

四
月

ｒュ
ロ

四
月

貫（
口

四
月

八

日

四
月

Ｈハ
日

四
月
十
五
口

Ｆ
Ｔ
力
〕

□
□
□

六

日

月

　

　

　

日

一
〇
六

×
　
一
四

×
五

一
一
六

×
　
一
九

×
六

（
六
〇
）
×
台
一
五
）
×
三

一
一
六

×
全

四
）
×
三

一
一
六

×

二
〇

×
五

六
六

×

二
九

×
二

一
三
六

×
　
一
九

×
二

（
七
九
）
×
　
一
八

×
三

法

量

下

折

損

図
版
　
３

図
版
　
３

上

折

損

備

考

第一表 勘検整理札一覧

※
法
量
は
長
さ
×
幅
×
厚
さ
。
単
位
硼
。
（　
）を
付
け
た
の
は
欠
損
し
て
い
る

も
の
の
現
存
法
量
を
示
す
。

の
書
式
の
小
型
矩
形
の
木
簡
が
八
点
出
上
し
て
い
る
（第
一
表
）
ｏ

薯
七
　
四
月
八
日
安
万
呂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（図
版
３
）

以
上
の
よ
う
に
秦
安
万
呂
の
関
係
史
料
は
、
貢
進
物
付
札
八
点
、
送
り
状

一

点
、
「
月
日
＋
安
万
呂
」
八
点
の
総
計

一
七
点
が
あ
る
。
署
名
は

「
秦
安
万
呂
」

と
氏
姓
か
ら
記
す
も
の
は
少
な
く

（員

。
三
ラ
、
単
に
名
前
の
み
記
す
も
の
が

多
く
、
ま
た
名
前
も

「
安
麻
呂
」
は
少
な
く

（
三
二
二
実

・
を
も
、
「
安
万
呂
」

が
多
い
。
こ
れ
ら
の

「
安
万
（麻
）呂
」
の
署
名
は
全
て
同
筆
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
前
に
問
題
と
し
て
の
こ
し
た
近
江
国
の
ａ
群
の
付
札
の
署
名
の

同

・
異
筆
に
つ
い
て
み
て
お
く
。
近
江
国
の
付
札
は
筆
蹟
の
は
っ
き

り

し

た

〓死
二
党

を
史
料
と
し
て
あ
げ
る
（図
版
３
）
。
ま
ず

を
九
で
は

「
安
麻
呂
」
の
文

字
が

「
秦
」
よ
り
上
に
く
ら
べ
て
墨
色
が
濃
く
、
両
者
の
間
で
筆
が
変
わ

っ
て
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い
る
ら
し
い
点
に
注
目
し
た
い
。
次
に
、
元

・
〓
九
の
「
秦
」
字
と
安
万
呂
の
自

筆
で
あ
る
兵
美
濃
国
付
札

（区
版
３
）
と
三
二箸
の
送
り
状
（図
版
３
）
の

「
秦
」
字

を
比
較
さ
れ
た
い
。
「
秦
」
字
の

「
共
」
「
禾
」
の
各
々
に
関
し
て
、
前
者
と
後

者
に
各
々
共
通
性
が
あ
る
と
と
も
に
、
両
者
相
互
の
相
違
が
看
取
で
き
る
。

〓死
二
克
の

「
秦
」
字
は
安
万
呂
自
筆
の
そ
れ
と
は
異
筆
と
判
断
で
き
る
。
次

に
日
付
に
つ
い
て
、
元

・
喜
九
の
そ
れ
は
安
万
呂
自
筆
の

「
月
日
＋
安
万
呂
」

の
き

上
を
と
は
異
筆
で
、
安
万
呂
の
筆
蹟
で
は
な
い
。
元

・
壱
九
の

「
五
」
字

に
み
ら
れ
る
右
肩
上
り
の
筆
法
は
表
の

「
近
江
」
字
と
共
通
性
が
あ
り
、
同
筆

で
あ
る
。
ま
た
近
江
国
付
札
の
肋
万
呂
署
名
の
３
七
（図
版
３
）
の
日
付
と
も
同
筆

で
あ
る
。
以
上
の
検
討
か
ら
、
ａ
群
の
付
札
は
表
の

「
近
江
国
…
…
」
か
ら
「
五

月
十
三
日
秦
」
ま
で
が

一
筆
で
、
「
安
万
呂
」
の
署
名
の
み
が
異
筆
と
判
断
さ

れ
た
。
こ
れ
ら
の
木
簡
が
貢
進
物
付
札
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
非
常

に
奇
妙
な
署
名
の
仕
方
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

さ
て
、
本
題
に
も
ど
っ
て
、
貢
進
物
付
札
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
拙

稿
で
貢
進
物
収
納
の
際
の
勘
検
に
用
い
る
も
の
と
考
え
、
調
庸
付
札
を
例
に
と

っ
て
、
付
札
が
郡
衝
段
階
で
付
け
ら
れ
、
国
衡

。
中
央
政
府
段
階
の
勘
検
を
受

け
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
紀
伊

・
美
濃

。
近
江
三
国
の
付
札
に
み
ら
れ
る

異
筆
の
安
万
呂

。
肋
万
呂
の
署
名
は
、
貢
進
物
収
納
の
際
の
勘
検
の
署
名
で
、

安
万
呂
の
署
名
が
国
を
異
に
し
た
付
札
に
み
ら
れ
る
こ
と
や
、
箸
の
送
り
状
や

「
月
日
十
安
万
呂
」
の
伝
票
類
に
も
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
安
万
呂
は
中
央
政
府

の
官
人
で
あ
り
、
こ
の
署
名
は
中
央
政
府
段
階
に
お
け
る
収
納
の
際
の
勘
検
署

名
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
安
万
呂
は
紀
伊
国
地
子
塩
の
付
札
に
署
名
し
て
い
る

か
ら
、
地
子
収
納
に
当
た
る
太
政
官
厨
家
の
官
人
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
美

濃

。
近
江
国
の
付
札
は
米
と
記
す
だ
け
で
あ
る
が
、
官
厨
家
宮
人
の
安
万
呂
が

勘
検
署
名
を
し
て
い
る
か
ら
、
地
子
米
の
付
札
と
推
定
で
き
る
。
貢
進
物
付
札

の
勘
検
署
名
の
確
か
な
実
例
は
、
こ
れ
ま
で
平
城
宮
跡
出
上
の
続
労
銭
付
札
に

み
ら
れ
る
だ
け
で
あ

っ
た
が
、
こ
こ
に
多
く
の
実
例
が
出
土
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
前
述
し
た
貢
進
物
付
札
の
機
能
に
関
す
る
私
見
が
裏
付
け
ら
れ
た
こ
と
に

な
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
勘
検
署
名
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
北
条
秀
樹
氏

が
、
貢
進
物
の
収
納
手
続
に
関
連
し
て
論
じ
て
い
る
の
で
参
照
し
て
お
こ
抗
観

北
条
氏
に
よ
れ
ば
、
調
庸
な
ど
貢
進
物
の
中
央
官
衛
に
お
け
る
収
納
手
続
に
は

三
段
階
が
あ
っ
た
。
第

一
段
階
は
、
貢
進
物
を
運
上
し
て
き
た
国
の
綱
丁
と
収

納
官
衛
と
の
間
に
行
な
わ
れ
る
貢
進
物
の
送
付
受
納
、
第
二
段
階
は
、
収
納
官

衛

・
封
主
か
ら
綱
領
郡
司
へ
の
見
納
分
に
関
す
る
返
抄

・
収
文
の
交
付
、
第
二

段
階
は
、
国
の
雑
掌
が
主
計
寮
に
赴
き
、
第
二
段
階
で
え
た
返
抄

・
収
文
と
抄

帳
の
勘
会
が
行
な
わ
れ
、
最
終
的
な
調
庸
返
抄
の
拘
放
が
決
定
さ
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
手
続
は
、
主
に
承
和
十
年
（八
四
一ё
二
月
十
五
日
宮
符

（類
衆
三
代
格
）
な

ど
九
世
紀
の
史
料
に
よ
っ
て
復
原
さ
れ
る
が
、
す
で
に
八
世
紀
か
ら
第
二
段
階

の
見
納
分
に
対
す
る
返
抄

。
収
文
の
交
付
も
行
な
わ
れ
て
い
た
。
勘
検
署
名
が

な
さ
れ
る
の
は
、
第

一
段
階
の
貢
進
物
の
送
付
受
納
の
段
階
で
あ
ろ
う
。
前
に

も
の
べ
た
よ
う
に
、
延
喜
主
税
式

・
太
政
官
式
に
よ
れ
ば
、
地
子
物
は
官
厨
家

別
当
ら
に
よ
っ
て
勘
検
さ
れ
、
宮
厨
家
に
収
納
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
北
条
氏

は
、
付
札
の
勘
検
署
名
の
意
味
に
つ
い
て
、
付
札
が
収
納
物
実
の
集
計
お
よ
び
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返
抄
作
成
の
資
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
貢
進
物
の
収
納

は
短
期
間
に
す
ま
な
か

っ
た
か
ら
、
貢
進
物
を
惣
計
し
、
そ
の
見
進

。
未
進
を

切
ら
か
に
す
る
た
め
に
付
札
が
用
い
ら
れ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
際
、
収
納
に
当
た
っ
た
宮
人
の
責
任
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
収
納
官
人

の
加
署
が
必
要
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
桓
武
朝
に
お
い
て
調
庸
物
の
未
進

。
違

期
な
ど
に
関
し
て
諸
施
策
が
と
ら
れ
、
国
郡
司
の
責
任
が
問
わ
れ
て
専
当
制
が

と
ら
れ
る

一
方
、
収
納
官
人
の
責
任
も
間
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る

（延
暦
十
六
年

四
月
十
六
日
宮
符
　
類
衆
三
代
格
）
ｏ

と
こ
ろ
で
、
近
江
国
の
ａ
群
の
付
札
の
奇
妙
な
署
名
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、

ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
文
書
に
お
い
て
は
書
記
宮
が
本

文
と
署
名
の
氏
姓
ま
で
を
か
き
、
名
前
だ
け
を
自
署
す
る
の
が
普

通

に

み

ら

れ
、
こ
れ
ら
の
木
簡
は
そ
れ
に
類
似
す
る
が
、
書
式
か
ら
み
て
貢
進
物
付
札
の

一
種
と
み
る
ほ
か
な
い
。
こ
の
木
簡
で
は

「
近
江
国
…
…
」
か
ら
署
名
の
氏
姓

の

「
秦
」
ま
で
を
貢
進
側
が
記
し
、
そ
れ
に
収
納

・
勘
検
に
当
た
る
富
人
が
、

「
安
万
呂
」
の
署
名
を
な
し
た
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、
貢
進
側
で
は

収
納
側
の
勘
検
に
当
た
る
官
人
を
知

っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
勘
検
の
官
人
は

近
江
国
の
付
札
の
署
名
者
に
安
万
呂
の
ほ
か
肋
万
呂
が
み
え
る
よ
う
に
、　
一
人

に
固
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
複
数
の
者
が
当
た
っ
て
い
る
か
ら
、
貢
進

側
が
地
方
か
ら
地
子
物
を
送
り
出
す
際
に
、
勘
検
の
官
人
が
誰
に
な
る
か
知
る

筈
も
な
い
。
従

っ
て
、
こ
れ
ら
の
付
札
は
、
京
に
お
い
て
地
子
物
の
送
付
受
納

の
行
な
わ
れ
る
直
前
に
貢
進
側
が
付
け
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

北
条
氏
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
貢
進
物
の
収
納
に
は
長
期
間
を
要

し
た
。
三
代
実
録
元
慶
七
年

（八
仝
診

十

一
月
二
日
の
勅
に
よ
れ
ば
、
貞
観
民

部
式
に
調
庸
雑
物
は
期
月
の
後
二
十
日
以
前
に
収
納
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
、
民
部
省
は
綱
領
郡
司
が
見
参
し
て
の
ち
、
月

を
除
え
て
も
貢
進
物
を
勘
会
せ
ず
、
ま
た
勘
会
以
降
、
旬
日
を
経
て
も
大
蔵
省

に
移
文
を
送
ら
な
い
た
め
に
綱
領
郡
司
ら
が
困
苦
す
る
と
い
う
状
況
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
貢
進
物
の
収
納

・
勘
検
は
長
期
間
に
少
量
ず
つ
行
な
わ
れ
、
そ
の

よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
貢
進
側
は
京
に
お
い
て
次
日
に
勘
検
を
う
け
る
貢
進

物
の
分
に
付
札
を
つ
け
る
と
い
う
こ
と
を
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ

う
な
状
況
を
想
定
す
れ
ば
、
貢
進
側
が
勘
検
者
を
知

っ
て
い
て
、
付
札
に
そ
の

署
名
の
氏
姓
を
記
す
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
よ
う
。

紀
伊
国
や
美
濃
国
の
付
札
は
、
近
江
国
の
付
札
の
よ
う
に
署
名
の
問
題
か
ら

は
い
え
な
い
が
、
や
は
り
同
じ
よ
う
に
京
に
お
い
て
勘
検
の
直
前
に
つ
け
ら
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
近
江
国
の
付
札
の
日
付
は
貢
進
側
が
記
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
右
の
よ
う
な
事
情
か
ら
み
て
、
収
納
の
日
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
観
点
か
ら
み
る
と
、
美
濃
国
付
札
の
日
付
は
五
月
十
九
日
と

五

月

十

一

日
、
紀
伊
国
の
が
二
月
七
日
と
二
月
九
日
と
近
接
し
て
お
り
、
さ
ら
に
美
濃
国

の
は
日
付
が
異
な
っ
て
も
綱
丁
は
同
じ
勝
栗
万
呂
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か

ら
、
両
国
の
付
札
の
日
付
は
貢
進
側
が
か
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
地
方
か
ら
貢

進
し
た
日
を
示
す
と
み
る
よ
り
、
収
納
の
日
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
、
両
国

の
付
札
も
、
近
江
国
の
と
同
様
に
京
に
お
い
て
収
納
の
直
前
に
付
け
ら
れ
た
も

の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
近
江

・
美
濃
両
国
の
付
札
の
形
態
が
、
付
札
の
中

で
は
例
数
の
少
な
い
、
切
込
み
の
な
い
〇

一
一
型
式
で
あ
る
こ
と
は
、
あ
る
い
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は
こ
れ
ら
の
付
札
が
付
け
ら
れ
た
右
の
よ
う
な
事
情
が
関
係
す
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
長
い
道
中
付
け
ら
れ
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
し
っ
か
ヶ
俵
に
結

び
つ
け
る
必
要
は
な
く
、
あ
る
い
は
俵
の
縄
の
間
に
で
も
換
み
こ
ん
で
い
た
の

だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
地
子
物
付
札
は
、
地
方
か
ら
付
け
て
く
る

一
般
の
貢
進
物
付
札
か

ら
み
る
と
頗
る
奇
妙
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
機
能
に
お
い
て
は
勘
検

・
収
納

の
た
め
に
用
い
る
と
い
う
点
で
同
じ
で
あ
り
、
貢
進
物
付
札
の
一
種
と
み
る
べ

き
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
地
子
物
付
札
の
貢
進
主
体
の
書
式
は
、
紀
伊
国
の
は

国
名
の
み
、
近
江

・
美
濃
両
国
の
は
国
名
と
綱
丁
名
を
記
し
、
調
庸
物
付
札
が

一
般
的
に
国
十
郡
十
郷
十
貢
進
者
の
書
式
で
あ
る
の
と
は
異
な
る
。
貢
進
主
体

の
書
式
は
、
勘
検
に
お
い
て
ど
の
段
階
ま
で
の
貢
進
の
責
任
を
問
う
か
を
示

す
。
調
庸
物
の
よ
う
に
貢
進
者
名
ま
で
記
す
の
は
貢
進
者
の
貢
進
の
責
任
を
間

う
の
に
対
し
て
、
地
子
物
の
よ
う
に
国
名
の
み
の
は
国
の
貢
進
の
責
任
を
問
う

の
で
あ
る
。
そ
し
て
両
者
の
間
で
は
勘
検
の
仕
方
も
異
な
る
。
前
述
し
た
よ
う

に
、
調
庸
物
は
郡
衡
で
徴
収
し
て
付
札
を
付
し
、
国
衡
段
階
で
貢
進
者
単
位
の
、

中
央
段
階
で
国
郡
単
位
の
勘
検
が
行
な
わ
れ
た
の
に
対
し
て
、
地
子
物
は
国
の

責
任
を
問
う
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
中
央
段
階
の
官
厨
家
の
勘
検
の
み
を
う
け
れ

ば
よ
い
の
で
あ
る
。
地
子
物
が
こ
の
よ
う
な
形
の
勘
検
を
う
け
た
の
は
、
地
子

貢
進
物
が
国
衛
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
た
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。
地
子
は
賃
租
農

民
か
ら
徴
収
さ
れ
る
が
、
貢
進
に
当
た
っ
て
は
春
成
し
て
自
米
と
す
る

一
方
、

交
易
に
よ
っ
て
雑
物
に
か
え
て
貢
進
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
香
成
の
仕
方
に
つ
い

て
は
詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
が
、
交
易
に
は
国
衝
が
当
た
り
、
指
定
さ
れ
た
物

品
を
調
達
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
三
国
の
地
子
付
札
を
京
で
付
け
る
こ
と

が
で
き
た
の
は
、
詮
じ
つ
め
れ
ば
、
宮
厨
家
の
勘
検
を
の
み
う
け
れ
ば
よ
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
普
通
に
は
国
衛
で
付
札
を
付
け
て

く
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
の
地
子
物
の
場
合
何
か
特
別
な
理
由
が
伏
在
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
京
に
お
い
て
交
易
し
て
貢
進
物
を
調
達
し
た
と

い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
が
、
美
濃

・
近
江
国
の
場
合
は
米
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
は
考
え
に
く
い
。
あ
る
い
は
貢
進
側
の
役
人
の
立
場
か

ら
す
れ
ば
、
付
札
は
官
厨
家
の
勘
検
に
ま
に
あ
い
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
よ

う
な
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

最
後
に
、
「
月
日
十
安
万
呂
」
の
木
簡
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
ら
も
安
万
呂
が

地
子
物
の
勘
検
担
当
官
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
、
地
子
物
の
勘
検
に
用
い
ら

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
安
万
呂
自
身
に
関
す
る
上
日
あ
る
い
は
常
食
支
給
な

ど
に
関
す
る
簡
単
な
伝
票
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
同
日
の
四
月
八
日
の
も
の
が

三
点
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
す
で
に
調
査
概
報
に

指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
木
簡
は
地
子
物
収
納
の
際
、
付
札
に
署
名
す
る

代
わ
り
に
貢
進
物
に
換
み
こ
ん
だ
も
の
で
、
勘
検
署
名
と
同
じ
役
割
を
果
す
も

の
で
あ
り
、
勘
検
整
理
札
と
で
も
称
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
付
札
に
は
全
て

に
勘
検
署
名
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
署
名
の
な
い
も
の
は
勘
検
整
理
札

を
用
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
安
万
呂
署
名
の
付
札
と
勘
検
整
理
札
の
日
付
を

比
較
す
る
と
第
二
表
の
通
り
で
あ
る
。
前
者
の
日
付
は
勘
検
収
納
の
日
付
を
示

す
も
の
で
あ
る
か
ら
ぉ
後
者
と
比
較
で
き
る
。
両
者
は
二
月
、
関
二
月
、
四
月
、



※
間
三
月
は
延
暦
九
年

の
か
も
し
れ
な
い
。

五
　
太
政
官
厨
家
と
木
簡

こ
こ
に
至

っ
て
よ
う
や
く
出
土
木
簡
の
性
格
を
論
ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
木
簡
は
近
辺
の
官
衛
か
ら
廃
棄
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
木
簡
の
性
格
を
論
ず
る
こ
と
は
当
然
近
辺
に
存
し
た
官
衛
を
推
定
す
る
こ

と
に
な
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
木
簡
の
性
格
に
つ
い
て
は
造
館
舎
所
に
関
す
る
も
の
と

い
う
見
解
が
あ
る
。
そ
の
根
拠
は
、
ひ
と
つ
は
第
二
項
に
の
べ
た
よ
う
に
、
造

館
舎
所
に
関
す
る

一
群
の
木
簡
が
存
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ふ
た
つ
は
共
伴
遺
物

五
月
と
連
続
す
る
月
で
あ

っ
て
、
こ
の
点
か
ら
も
こ

れ
ら
の
木
簡
が
勘
検
に
関

係
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

が
う
か
が
え
る
が
、
ま
た

一
方
、
両
者
は
二
月
九
日

を
除
い
て
重
複
し
な
い
。

あ
る
い
は
安
万
呂
は
時
に

応
じ
て
付
札
に
直
接
す
る

署
名
す
る
方
法
と
勘
検
整

理
札
を
使
い
わ
け
て
い
た

と
し
て
、
多
量
の
角
材

・
板
材
片
や
手
斧
の
削
り
暦
、
木
片
な
ど
の
建
築
部
材

片
が
出
上
し
頂
い
る
こ
と
で
、
造
館
舎
所
の
現
場
事
務
所
の
よ
う
な
も
の
が
想

定
さ
れ
て
い
る
。
木
簡
に
よ
っ
て
官
衛
を
推
定
す
る
場
合
、
各
々
の
木
簡
が
ど

の
よ
う
な
機
能
を
も
ち
、
ど
の
段
階
で
廃
棄
さ
れ
る
の
か
と
い
う
観
点
を
ぬ
き

に
し
て
は
考
え
ら
れ
ず
、
単
に
木
簡
に
官
衛
名
が
み
え
る
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ

だ
け
で
決
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
造
館
舎
所
説
の
場
合
、
た
し
か
に
関
連

す
る

一
群
の
木
簡
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
考
所
や
多

く
の
書
生
の
請
飯
文
書
な
ど
を
解
釈
で
き
る
か
は
疑
間
で
あ
る
。
筆
者
は
太
政

官
厨
家
説
を
と
銘
が
、
そ
の
論
証
に
入
る
前
に
、
宮
厨
家
に
つ
い
て
橋
本
義
彦

氏
の
秀
れ
た
論
考
を
参
照
し
な
が
ら
整
理
し
て
お
き
た
い
。

鱒
桐
家
は
弘
仁
三
年
十
二
月
十
五
日
、
同
廿
八
日
の
二
つ
の
官
宣
旨
に
初
見

す
る
。
そ
の
機
構
は
、
延
喜
太
政
官
式
に
よ
れ
ば
、
別
当

・
預
が
あ
り
、
別
当

は
少
納
言

・
弁

・
外
記

・
史
か
ら
各

一
人
が
兼
務
し
、
預
は
太
政
官
な
ら
び
に

左
右
弁
官
の
史
生
各

一
人
が
兼
ね
、

一
年
で
交
替
す
鞠
。
永
観
三
年

（九
八
五
）

正
月
十
三
日
の
宣
旨
に
は
こ
の
ほ
か
に
案
主
が
み
え
る
（類
衆
符
宣
抄
）。
そ
の
職

掌
は
、
第

一
に
、
前
述
し
た
よ
う
に
地
子
物
の
収
納
で
あ
る
。
橋
本
氏
は
宮
厨

家
が
地
子
収
納
に
当
た
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
九
世
紀
後
半
の
天
安

・
元
慶

の
交
わ
り
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
地
子
物
の
送
付
先
に
つ
い
て
、
養
老
田
令
公

田
条

・
弘
仁
主
税
式
に
は

「
送
太
政
官
」
と
あ
る
だ
け
で
、
延
喜
主
税
式
に
至

っ
て
始
め
て

「
送
太
政
官
厨
」
と
み
え
る
こ
と
、
ま
た
宮
厨
家
の
初
見
史
料
で

あ
る
弘
仁
三
年
十
二
月
十
五
日

・
廿
八
日
の
二
つ
の
官
宣
旨
に
よ
れ
ば

（注
⑩
）

官
厨
家
が
ま
だ
地
子
を
管
掌
す
る
に
至
ら
ず
、
そ
の
一
部
を
厨
家
料
と
し
て
さ

延暦廟中羊翔嫌蜘一　　一二庁九日

間
三
月
廿
四

四
月

五

第二表 付木とと勘検整理札の日付
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き
あ
て
ら
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
か
ら
、
弘
仁
年
間
の
段
階
で
は
ま
だ
官
厨

家
が
地
子
収
納
に
当
た
っ
て
い
ず
、
天
安
二
年

・
元
慶
七
年
の
格
に
よ
っ
て
そ

の
こ
ろ
に
地
子
収
納
を
管
掌
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
弘

仁
三
年
十
二
月
十
五
日
官
宣
旨
は
厨
家
物
を
以
て
召
使
の
冬
夏
時
服
を
支
給
す

る
こ
と
を
定
め
た
も
の
、
十
二
月
廿
八
日
官
宣
旨
は
、
細
布
を
地
子
の
交
易
物

と
し
て
貢
進
す
る
こ
と
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
官
厨
家
が
地
子
収
納
に

当
た
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
弘
仁

・
延
喜
主
税
式
の
文
言

の
相
違
も
、
延
喜
式
に
至
っ
て
送
付
先
を
詳
し
く
示
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
か

ら
、
弘
仁
三
年
あ
る
い
は
弘
仁
式
段
階
で
地
子
収
納
を
管
掌
し
て
い
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
弘
仁
三
年
十
二
月
甘
八
日
官
宣
旨
に
は

「
厨
家

用
析
地
子
」
の
語
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
段
階
で
少
な
く
と
も
官
厨
家
が
地
子
を

そ
の
使
途
に
あ
て
て
い
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
第
二
に
厨
家
本
来
の
職
掌

で
あ
る
厨
房
と
し
て
酒
鎖
を
弁
備
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
④
太
政
官

の
直
接
沙
汰
す
る
諸
行
事
に
備
進
す
る
場
合
、
０
太
政
官
宮
人
に
供
進
す
る
場

合
が
あ
る
。
何
の
例
と
し
て
は
太
政
官
官
人
の
常
食
が
あ
げ
ら
れ
る
（延
喜
十
年

十
二
月
甘
七
日
官
符

別
衆
符
宣
抄
、
政
事
要
略
）
ｏ
第
二
に
、
地
子
米
や
地
子
の
交

易
物
を
頒
給

・
使
用
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
に
も
④
太
政
官
の
直
接
沙
汰
す
る
行

事
に
関
係
す
る
場
合
、
０
太
政
官
官
人
に
支
給
す
る
場
合
、
い
便
宜
に
従
っ
て

流
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
０
の
例
と
し
て
は
、
「
官
人
月
俸
」
（延
喜
十
年
十
二

月
廿
七
日
官
符
）
や

「
夏
冬
頓
給
析
」
（延
喜
十
四
年
八
月
十
五
日
宮
符
　
別
衆
符
宣
抄
、

政
事
要
略
）
な
ど
が
あ
る
。
第
二
。
第
二
の
職
掌
に
関
連
し
て
い
え
る
の
は
、
地

子
物
の
用
途
が
原
則
と
し
て
太
政
官
関
係
の
こ
と
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
第
四
に
倉
庫
の
管
理
で
あ
る
。
こ
れ
は

一
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
史

料
し
か
な
い
が
、
地
子
物
収
納
の
た
め
倉
庫
を
有
し
て
お
り
、
地
子
物
を
は
じ

め
便
宜
他
司
の
器
物
も
保
管
し
た
。
以
上
が
官
厨
家
の
概
要
で
あ
る
が
、
宮
厨

家
の
初
見
は
弘
仁
三
年

（八
一
ご

で
、
本
木
簡
群
の
年
代
の
延
暦
八

・
九
年

（七
八
九
・
七
九
〇
）
と
は
二
一
、
二
年
の
懸
隔
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
機
構
や
職
掌

に
つ
い
て
は
九
世
紀
以
降
の
史
料
に
よ
っ
て
お
り
、
右
記
し
た
よ
う
な
官
厨
家

が
延
暦
八

・
九
年
段
階
ま
で
朔
り
得
る
と
い
う
確
証
は
な
い
。
し
か
し
、
本
木

衝
群
が
こ
の
よ
う
な
官
厨
家
の
職
掌
に
即
し
て
あ
る
程
度
適
合
的
に
理
解
で
き

る
な
ら
ば
、
か
え
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
官
厨
家
の
存
在
を
延
暦
八

・
九
年
段
階

ま
で
朔
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
下
木
簡
と
官
厨
家
に

つ
い
て
検
討
す
る
。

本
木
簡
群
を
官
厨
家
の
も
の
と
考
え
得
る
何
よ
り
の
根
例
は
、
勘
検
署
名
を

し
た
地
子
の
付
札
や
勘
検
整
理
札
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
付
札
に
勘
検
の

署
名
を
す
る
こ
と
は
付
札
が
収
納
後
何
か
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
れ

は
収
納
地
子
物
の
集
計
や
返
抄
作
成
の
資
料
と
し
て
利
用
さ
れ
た
わ
け

で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
付
札
は
収
納
の
段
階
で
貢
進
物
か
ら
は
ず
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
勘
検
整
理
札
は
そ
れ
だ
け
で
は
貢
進
物
の
内
容
を
知
り
え
な
い
か
ら
、
付

札
を
は
ず
し
て
、
そ
れ
と

一
緒
に
組
で
括
る
と
か
し
て
、
勘
検
署
名
の
あ
る
付

札
と
同
じ
よ
う
に
利
用
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
付
札
が
は
ず
さ
れ
、

利
朗
さ
れ
た
の
は
地
子
物
の
収
納
に
当
た
る
宮
厨
家
の
ほ
か
考
え
よ
う
が
あ
る

ま
い
。

次
に
、
文
書
簡
に
つ
い
て
は
、
請
求
文
書
、
こ
と
に
請
飯
文
書

が
多

か

っ



た
。
考
所
や
書
生
ら
の
飯
、
造
館
舎
所
関
係
の
飯

・
鉄
、
左
右
史
生
の
糟
の
請

求
が
み
ら
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
請
求
主
の
造
館
舎
所
、
左
右
史
生
、
考
所

は
太
政
官
関
係
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
書
生
も
、
請
飯
文
書
の
署
名

者
の
軽
間
鳴
□
と
秦
安
万
呂
と
の
関
係
か
ら
太
政
官
の
仕
事
に
従
事
し
た
書
生

と
み
ら
れ
る
。
軽
間
鳴
□
は
書
生
ら
の
請
飯
文
書
に
筆
蹟
を
残
す
と
と
も
に
、

つ
ぎ
の
木
簡
が
あ
る
。

二〇
　
廿
五
日
軽
間
嶋
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ
Ｅ
　
ω
∞
×
館
ｘ
ト

請
飯
文
書
の
断
片
か
と
も
思
わ
れ
た
が
、
上
下

。
左
右
と
も
に
削

っ
て
あ
る
完

形
の
小
型
短
型
の
木
簡
で
、
安
万
昌
の
勘
検
整
理
札
と
の
記
載
内
容
や
形
態
の

類
似
か
ら
勘
検
整
理
札
と
思
わ
れ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
軽
間
鳴
回
は
安
万
呂

と
同
じ
く
太
政
官
の
官
人
で
、
彼
の
署
名
し
て
い
る
請
飯
文
書
の
書
生
ら
は
太

政
官
に
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
彿
。
請
求
物
の
飯

・
糟
は
厨
房

で
あ
る
官
厨
家
と
し
て
当
然
で
あ
り
、
特
に
飯
は
宮
厨
家
の
太
政
官
官
人
へ
の

常
食
弁
備
の
職
掌
と
の
関
連
が
指
摘
で
き
る
。
鉄
も
地
子
交
易
物
の
中
に
あ
る

の

か
ら
官
厨
家
に
請
求
さ
れ
て
お
か
し
く
な
い
。
こ
れ
ら
の
請
求
木
簡
は
、
太
政

官
の
各
部
局
か
ら
官
厨
家
へ
食
料
品
や
物
品
を
請
求
し
た
も
の
で
、
宮
厨
家
の

第
二

・
第
二
の
職
掌
に
関
わ
る
も

の
で
あ

る
。
木
簡
の
廃
棄
の
点
か
ら
み
る

と
、
こ
れ
ら
の
木
簡
は
差
出

（請
求
側
）
か
ら
宛
先

（支
給
側
＝
官
厨
家
）
へ
き
て
廃

棄
さ
れ
た
も
の
で
あ
猛
理
請
飯
文
書
に
は
、
上

・
下
端
あ
る
い
は
中
央
の
い
ず

れ
か
に
孔
を
穿

っ
た
も
の
が

五
点
あ
る
が

（三

・
量

室
ｏ
。
三

・
異
）
、
こ
れ

は
、
こ
れ
ら
の
木
簡
が
宛
先
の
官
厨
家
で
組
を
通
し
て
保
管
さ
れ
、
の
ち
に
正

式
な
紙
の
文
書
の
作
成
に
利
用
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

酒
や
食
料
品
の
使
用
を
記
し
た
伝
票

（
喜
〒

究
）
や
箸
の
送
り
状

（
三
ё

も
官
厨
家
の
厨
房
の
職
務
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
大
量
の
箸
が
出

上
し
て
い
て
興
味
深
い
。
某
所
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
箸
に
副
え
ら

れ

た
も

の

で
、
安
万
呂
の
署
名
は
や
は
り
受
納
の
際
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

奄
錬
の
請
求
文
書
は
倉
物
の
収
納
に
関
係
す
る
内
容
で
、
ま
た
倉
代
の
下
や

東
□
殿
に
鍬
や
鍬
柄
を
収
納
し
た
記
録
も
あ
る
。

一企

。
六
月
八
日
納
東
□
殿
□
甘
五
籠
□
　
□
□
□
□
回
□

・
倉
代
下
収
鍬
三
百
対
四
口

鍬
柄
百
□
□
□

こ
れ
ら
は
第
四
の
倉
の
管
理
の
職
掌
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
鍬

は
地
子
交
易
物
の
一
つ
で
あ
る
。

物
品
付
札
に
食
料
品
の
付
札
が
多
い
の
は
宮
厨
家
が
厨
房
で
あ
る
こ
と
か
ら

当
然
で
あ
り
、
油

・
布
な
ど
は
地
子
交
易
物
と
し
て
み
え
る
。

伴
出
遺
物
に
関
し
て
は
、
土
師
器

・
須
恵
器

・
木
製
皿
な
ど
の
食
器
類
、
曲

物
の
容
器
、
し
ゃ
も
じ

・
箸
な
ど
の
厨
房
具
、
桃

・
梅
な
ど
の
各
種
の
種
子

・

動
物
の
骨
な
ど
の
食
料
品
が
多
く
出
土
し
て
い
る
こ
と
は
、
宮
厨
家
の
厨
房
と

し
て
の
職
掌
に
適
合
す
る
。
太
政
官
の
官
職
名
を
記
す
墨
書
土
器
は
彼
ら
へ
の

供
膳
用
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た

「
厨
」
全
一点
）
、
「
主
厨
」
全
点
）
と
記
す
墨
書

土
器
は
官
厨
家
そ
の
も
の
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
各
種
の
木
簡
や
伴
出
遺
物
が
官
厨
家
の
職
務
に
即
し
て
適
合
的
に
理

解
で
き
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
職
務
か
ら
直
接
説
明
で
き

な
い
木
簡
や
遺
物
が
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
本
木
簡



長岡京木簡と太政官厨家

群
や
遺
物
が
官
厨
家
か
ら
の
廃
棄
物
で
あ
る
と
い
う
推
定
は
か
な
り
蓋
然
性
の

高
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
出
土
地
点
の
近
傍
に
官
厨
家
の
所
在
が
推
定

で
き
る
。
平
安
時
代
末
期
成
立
の
平
安
京
図

（九
条
家
本
・
陽
明
文
庫
本
）
に
よ
れ

ば
、
宮
域
の
東

・
西
隣
接
地
に
は
官
衛
町
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
中
で
、
宮
厨
家

が
左
京

一
条
二
坊
五
坪
、
外
記
町
が
そ
の
西
隣
の
四
坪
に
所
在
し
て
い
る
。
こ

の
平
安
京
官
厨
家
の
位
置
は
木
簡
の
出
土
地
点
か
ら
北
へ
三
坪
離
れ
て
い
る
だ

け
で
、
長
岡
京
官
厨
家
か
ら
平
安
京
へ
の
占
地
に
お
け
る
密
接
な
関
係
が
た
ど

れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
二
次
調
査
で
は
Ｓ
Ｄ

一
三
〇

一
の
北
の
推
定
六
坪
の
地
域
に
掘
立
柱
建

物
や
井
戸
が
検
出
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
だ
遺
構
の
面
か
ら
は
官
厨
家
と
い
え
る

よ
う
な
も
の
は
確
認
さ
れ
て
い
ず
、
さ
ら
に
付
近
の
発
掘
調
査
の
進
展
が
望
ま

れ
る
。
遺
跡
と
し
て
の
宮
厨
家
が
明
ら
か
に
な
る
ま
で
、
本
考
は

一
つ
の
仮
説

に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

一ハ
、　
〈末， 　　一〓口

秦
安
万
呂
ほ
ど
木
簡
に
多
く
の
筆
蹟
を
の
こ
し
た
人
物
も
珍
し
い
。
最
後
に

安
万
呂
に
関
す
る
憶
測
を
記
し
て
し
め
く
く
り
と
し
た
い
。
安
万
呂
は
地
子
収

納
に
当
た
っ
て
い
る
か
ら
宮
厨
家
の
官
人
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ
れ

も
収
納
の
よ
う
な
実
務
に
当
た
っ
て
い
る
か
ら
、
下
級
の
官
人
で
あ
る
こ
と
が

推
測
で
き
る
。
宮
厨
家
の
最
下
級
の
職
は
案
主
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

一
〇
世
紀

後
半
に
み
え
る
も
の
で
八
世
紀
末
に
設
け
ら
れ
て
い
た
と
み
る
の
は
無
理
で
あ

ろ
う
。
さ
す
れ
ば
、
太
政
官
と
弁
宮
の
史
生
が
兼
務
す
る
預
で
あ
る
可
能
性
が

高
い
。
も
う

一
人
勘
検
整
理
札
に
筆
蹟
を
残
し
た
軽
間
鳴
□
は
、

一
方
で
太
政

官
の
書
生
の
飯
を
請
求
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
書
生
を
統
轄
す
る
史
生
の
地
位

に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
安
万
呂
＝
預
（史
生
）
説
の
傍
証
と
で
き

之ρ
。九

世
紀
の
文
献
史
料
に
も
秦
安
麻
呂
な
る
人
物
が
み
え
て
い
る
が
、
同

一
人

の
可
能
性
が
あ
る
の
は
、
続
日
本
後
紀
承
和
三
年
（仝
三
◇
閏
五
月
壬
午
条
に
み

え
る
右
京
少
属
秦
忌
寸
安
麻
呂
で
、
こ
の
時
朝
原
宿
祢
姓
を
賜
っ
て
い
る
。
木

簡
の
年
代
か
ら
隔
た
る
こ
と
四
六
、
七
年
で
あ
る
。
若
く
し
て
太
政
官
史
生
と

し
て
勤
め
は
じ
め
四
十
年
余
の
後
、
右
京
職
の
四
等
官
の
末
端
に
連
な
る
よ
う

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
が
、
秦
と
い
い
安
万
呂
と
い
い
、
古
代

に
は
多
く
み
え
る
氏
姓

。
名
前
で
あ
る
か
ら
、
同

一
人
と
断
定
す
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
。

高
橋
美
久
二
・
山
中
章

「
長
岡
京
出
上
の
木
簡
」
令
月
刊
文
化
財
」

一
九
七
七
年

十
二
月
号
）、
高
橋
美
久
二

「
長
岡
京
左
京
第
十
三
次
調
査
出
土
の
木
簡
」
会
小良
国

立
文
化
財
研
究
所

「第
二
回
木
簡
研
究
集
会
記
録
し

向
日
市
教
育
委
員
会

『向
国
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
四
集

（
一
九
七
八
）

「
長
岡
京
左
京
第

一
二
次
発
掘
調
査
報
▲
Ｆ
、
「長
岡
京
跡
左
京
第

一
二
次
発
掘
調
査

略
報
」
（長
岡
京
跡
発
掘
調
査
団
ニ
ュ
ー
ス
第
四
号
）、
以
下
引
用
す
る
木
簡
釈
文
の

番
号
は
両
報
告
書
の
木
簡
番
号
で
あ
る
。
な
お
釈
文
は

一
部
よ
み
な
お
し
た
も
の
が

あ
る
‐。

山
中
章

「京
都

。
長
岡
宮

上
爪
跡
」
（本
誌

「
一
九
七
八
年
出
上
の
木
簡
」
所
収
）

長
岡
京
跡
発
掘
調
査
研
究
所

。
向
国
市
教
育
委
員
会

「
長
岡
京
跡
発
掘
調
査
左
京
第

(1)注
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三
二
次
現
地
説
明
会
資
料
」
第

一
三
次
調
査
の
本
簡
と
共
通
す
る
内
容
の
も
の
が
出

上
し
て
い
る
。

延
喜
太
政
官
式
造
館
舎
条

汎
造
館
舎
所
者
、
は
教
頬
購
罰
ギ
麟
醐
観
雛
、
別
当
少
納
言
弁
外
記
史
、
及
預
太
政
官
弁

宮
史
生
各

一
人
、
二
年
為
レ限
、
二
月
相
替
、
別
当
先
検
二破
損
一、
随
行
工料
物
一、

其
所
二修
繕
一、
且
加
二
勘
定
一、
若
有
二臨
レ
事
不
レ了
之
輩
一、
不
二必
待
テ
限
、
将
レ

従
二改
替
一、

な
お
、
宮
城
栄
昌

『延
喜
式
の
研
究
　
史
料
篇
』
は

「撰
集
秘
記
」
所
引
の
次
の
弘

仁
式
逸
文
を
弘
仁
式
造
館
舎
条
に
あ
て
る
が
、
省
略
文
で
意
味
不
明
の
点
が
あ
る
。

弘
仁
式
、
館
舎
及
公
文
厨
者
云
々
、
毎
年
八
月

一
日
相
代
、
別
当
曹
司
所
者
、
正
月

相
代
、

和
銅
五
年
十

一
月
辛
巳
格
で
左
右
弁
宮
の
史
生
を
各
六
員
増
員
し
、
通
前
十
六
員
と

す
る

（続
日
本
紀
）

大
日
本
古
文
書

一
一
十
二
三

一
？
二
三
二
、
五
一
二
、　
一
五
十
三
〇
九

関
連
史
料
と
し
て
、
平
城
宮
跡
第
二
五
次
調
査
か
ら
出
上
し
た
乗
田
価
銭
の
付
札
が

あ
る
。

。
近
江
国
乗
田
価
妹
酢
庁
□

〔天
〕
□
□
□
□
　
　
　
　
　
ｏ
駕

（平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
七
十
五
頁
）

共
伴
し
た
本
簡
に
、
「
天
平
」
と
あ
る
習
書
や
、
「
大
養
徳
国
」
（天
平
九
ど
十
九
年
）

の
習
書
が
あ
り
、
天
平
年
間
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

鎌
田
元

一
「
公
田
賃
租
制
の
成
立
」
令
日
本
史
研
究
」

一
三
〇
）

〈
弘
仁
主
税
式
〉
凡
五
畿
内
伊
賀
等
国
地
子
、
混
入
口正
税
一、
其
陸
奥
宛
二儲
糖
井
鎮

兵
根
一、
出
羽
秋
禄
、
大
宰
所
管
諸
国
、
宛
工対
馬
多
軌
二
嶋
公
癖
一、
余
国
交
二易
軽

貨
一、
送
二太
政
官
一、
但
随
近
及
縁
海
国
春
レ米
運
漕
、
其
功
賃
便
用
二数
内
一

〈
延
喜
主
税
式
〉
凡
五
畿
内
伊
賀
等
国
地
子
、
混
入
口
正
税
一、
其
陸
奥
充
二儲
縮
丼
鎮

兵
根
一、
出
羽
秋
禄
、
太
宰
所
管
諸
国
、
宛
〓対
馬
嶋
司
公
癖
と
一外
、
交
工易
軽
貨
一、

送
工太
政
官
厨
一、
自
余
諸
国
交
易
亦
同
、
但
随
近
及
縁
海
国
、
春
レ米
連
漕
、
其
功

賃
便
用
こ数
内
一。
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〈
延
喜
太
政
官
式
〉
凡
厨
家
薙
物
、
別
当
外
記
史
与
二諸
司
一共
出
納
之
錦
洵
淵
莞
一

拙
稿

「
長
岡
京
出
土
木
簡
補
足
報
告
」
（奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

「第
二
回
木
簡

研
究
集
会
記
録
し

拙
稿

「
貢
進
物
付
札
の
諸
問
題
」
（奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

「
研
究
論
集
Ⅳ
し

注
⑫
拙
稿
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
「平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
四
」
九
頁

北
条
秀
樹

「
平
安
前
期
徴
税
機
構
の

一
考
察
」
Ｇ
古
代
史
論
叢
』
下
巻
）
「
文
書
行

政
よ
り
見
た
る
国
司
受
領
化
―
―
調
庸
輸
納
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」
令
史
学
雑
誌
」
八

四
十
六
）

平
城
宮
跡
出
上
の
貢
進
物
付
札
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
〇

一
一
型
式
は
九

・
六
％
で
、

ま
た
俵
に
つ
け
る
付
札
の
場
合
は
〇
一
一
型
式
が
八

・
三
％
に
す
ぎ
な
い
。
注
⑫
拙

稿

「
貢
進
物
付
札
の
諸
問
題
」
参
照
。

地
子
米
の
春
米

・
運
上
に
つ
い
て
、
令
集
解
田
令
公
田
条
所
引
の
穴
説
に
よ
れ
ば

「
穴
云
、
送
謂
宮
雇
レ人
送
耳
、
春
米
亦
給
レ功
也
」
、
ま
た
弘
仁

・
延
喜
主
税
式

（注

０
）
で
も
、
春
米

・
運
漕
の
功
賃
は
地
子
を
以
て
給
す
る
と
定
め
る
。

注
ω
高
橋
美
久
二

「
長
岡
京
左
京
第
十
二
次
調
査
出
上
の
木
簡
」

橋
本
義
彦

「
太
政
官
厨
家
に
つ
い
て
」
∩
平
安
貴
族
社
会
の
研
究
』
所
収
）

〈
弘
仁
十
三
年
十
二
月
十
五
日
宣
旨
　
類
衆
符
宣
抄
〉

召
使
日
給

右
大
臣
宣
、
召
使
身
直
こ太
政
官
一、
着
製到
散
位
寮
一、
事
不
二穏
便
一、
自
今
以
後
、

宣
下
依
レ寮
申
二番
名
於
外
記
曹
司
一給
二其
上
国
一、
番
別
下
，
寮
、
又
以
二厨
家
物
一給
ニ

冬
夏
時
服
一、
並
以
為
レ例
、

弘
仁
三
年
十
二
月
十
五
日
　
少
外
記
大
春
日
朝
臣
頴
雄
奉

〈
弘
仁
三
年
十
二
月
甘
八
日
宣
旨
　
類
衆
符
宣
抄
〉

応
レ交
ヨ易
厨
家
雑
用
析
細
布
一事

右
被
二右
大
臣
宣
一儒
、
厨
家
用
析
地
子
是
定
、
而
至
二子
件
布
一、
更
請
二官
物
一、
於
レ

事
論
レ之
、
甚
非
こ道
理
一、
仰
二所
出
国
一交
易
令
レ進
、
永
以
為
レ例
者
、

弘
仁
三
年
十
二
月
廿
八
日
　
少
外
記
船
連
湊
守
奉

〈
延
喜
太
政
官
式
〉
凡
厨
家
別
当
、
少
納
言
弁
外
記
史
各

一
人
、
及
預
太
政
官
井
左



右
史
生
各

一
人
、
並

一
年
為
レ限
、
二
月
列
見
之
後
相
替
、

「宮
人
月
俸
」
は
延
暦
十
八
年
十
月
甘

一
日
格

（延
喜
十
四
年
八
月
十
五
日
宮
符
所

引
）
の

「
大
弁
以
下
年
析
米
」
、
さ
ら
に
令
集
解
田
令
公
田
条
所
引
の
古
記
に
み
え

る
、
宮
人
に
供
給
し
た

「
公
癖
料
」
に
系
譜
を
引
く
も
の
で
、
「
夏
冬
頓
給
料
」
の

商
布
は
、
前
引
の
弘
仁
三
年
十
二
月
十
五
日
宣
旨
で
召
使
に
も
支
給
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
冬
夏
時
服
と
同
類
で
あ
ろ
う
。
早
川
庄
八

「
律
令
財
政
の
構
造
と
そ
の
変

質
」
３
日
本
経
済
史
大
系
１
古
代
』
所
収
）

平
城
宮
跡
出
上
の
責
進
物
付
札
は
、　
一
般
に
貢
進
物
の
消
費
段
階
で
荷
物
か
ら
は
ず

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
調
庸

・
春
米
の
付
札
が
特
定
の
官
衛
跡
で
な
く
、
い

ろ
い
ろ
の
所
か
ら
出
上
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
平
城
宮
跡
と
長
岡
京
跡
の
付
札
の

は
ず
さ
れ
る
段
階
の
相
達
に
つ
い
て
は
、
課
題
と
し
て
の
こ
し
て
お
く
。

書
生
に
つ
い
て
は
、
奈
良
時
代
に
お
い
て
は
写
経
所
の
経
師
を
書
生
と
も
称
し
、
ま

た
令
制
官
司
で
も
文
部
省

（式
部
省
）
、
内
史
局

（図
書
寮
）
の
書
生
の
存
在
が
知

ら
れ
る

（大
日
本
古
文
書
四
十
三
〇
四
、
三
〇
五
）
。
九
世
紀
に
入
る
と
、
文
書
作

成
量
の
多
い
式
部

・
兵
部

・
治
部

・
民
部
省
、
勘
解
由
使
な
ど
の
中
央
官
司
、
ま
た

大
宰
府
や
諸
国
に
史
生
の
職
務
を
代
替

・
補
助
す
る
た
め
に
、
書
生
が
設
置
さ
れ
て

い
る
が

（波
々
伯
部
守

「
九
世
紀
に
お
け
る
地
方
行
政
上
の

一
問
題
」
「
史
泉
」
五

〇
）
、
文
献
史
料
に
太
政
官
書
生
の
存
在
は
確
認
で
き
な
い
。
木
簡
に
み
え
る
書
生

は
太
政
官
書
生
で
あ
る
と
も
み
ら
れ
る
が
、
あ
る
い
は
繁
忙
の
時
の
み
他
司
の
書
生

が
太
政
官
に
勤
務
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

各
国
の
地
子
貢
進
物
の
品
目
に
つ
い
て
は
、
延
喜
十
四
年
八
月
十
五
日
官
符
、
同
十

年
十
二
月
甘
七
日
官
符

（別
衆
符
宣
抄
、
政
事
要
略
）
参
照
。

文
書
木
簡
が
ど
こ
で
廃
棄
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
横
田
拓
実

「文
書
様
木
簡
の
諸

問
題
」
（奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

「
研
究
論
集
Ⅳ
し

を
参
照
。
請
求
文
書
は
、
差

出
と
宛
先
の
両
方
で
廃
棄
さ
れ
た
事
例
が
あ
る
。

（後
記
）

小
稿
の
基
に
な
っ
た
の
は
、　
一
九
七
七
年

一
二
月
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
の
開
催
し
た

第
二
回
木
簡
研
究
集
会
の
報
告

「長
岡
京
出
土
木
簡
補
足
報
告
」
令
第
二
回
木
簡
研
究
集
会

記
録
」
所
収
）
並
び
に

一
九
七
八
年

一
二
月
歴
史
学
研
究
会
古
代
史
部
会
お
よ
び

一
九
七
九

年
五
月
続
日
本
紀
研
究
会
で
の
報
告

「長
岡
京
木
簡
の
諸
問
題
」
で
あ
る
が
、
見
解
を
変
え

た
部
分
も
あ
る
。
ま
た
写
真
の
掲
載

・
史
料
の
克
集
に
つ
い
て
は
、
向
国
市
教
育
委
員
会

・

長
岡
京
跡
発
掘
調
査
研
究
所
の
暖
か
い
ご
配
慮
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た

い
。

（
一
九
七
九
年
八
月
末
日
稿
了
）


